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1  はじめに

日本国内で出版社グルーブ、大手自l刷 会社、通信キャリア、電子書籍メーカーなど

が次々と新たな電子書:籍事業を発表 し、まさに合従連衡が進行 したのが 2010年 のい

わゆる「電子書籍元41」 であった
=

一ノ」、アマゾン「Kindlc Storc」 、アップル「iB00kstOrc」 、グーグルの「Googlc cBook―

storc」 は此界的規模での電子書籍流通のプラ ントフオームを構築 しつつあり、このよ

うな米国発の企業による電イ三吉籍流通は日本の出版ビジネスにとって大きな脅成とな

っている_

つまり 1点 1点 の電子書籍の購入という、いわば紙の本の延長線上に考えられてき

た電子書籍の流通は、いまやクラウド型の出版コンテンツデータベースヘのアクセス

権の販売へとその様相を変化させてきたのであるc図書館にとっては所蔵を前提とし

た図書館資料から、アクセス権を購入する「図書館情報資源」のひとつへと変貌しつ

つあるということであるこ

電子書籍の「生産J「流通」「利りl,」 「保存」の知のサイクルは、単に紙の書籍をデ

ジタル化 し、ネットワークで流通させたものではなく、活版印刷物の流布以来の大き

なパラダイムの変化ととらえる必要があるだろう.本文からの検索によって必要な情

報が取 り出せるだけでなく、冊子の中の章、節、項、あるいはベージ、パラグラフ、

本文、図、表など、種々の単位に書物を解体 し利用することも可能になるという意味

で大きな変化が引き起こされると考えられるのである。

このような「電子出版時代」に図書館はその館種を問わず、新たな図書館サービス

を求められることになる.大学図書館界ではすでに 1990年代後半以降に電子ジャー

ナル、各種データベースの導入など学術情報の「所蔵からアクセスヘ」の変更が進展

し、研究者、図書館利用者の情報探索、獲得行動に変容をもたらし、大学図書館の役

割そのものが問い直されてきた3

「電子出版時代」が到来すれば図書館はどのような利用者サービスを展開すること

になるのだろうかっまた、ぼ1書館での電子資料の利用はこれか場の知の拡大再生産に

どのような影響を与えると想定されるのであろうか。

デジタル・ネットワーク社会に対応 した知の拡大再生産、その実現のために利用者

が広 く出版物にアクセスするためには図書館と出版ビジネスの適切な役割分担とその

環境整備が必要だろうぅまた日立国会図書館における所蔵資料の大規模デジタル化と

電子納本制度導入へ向けた取 り組みなどもガ、まえて、これからの日本の電子出版ビジ
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ネスと図書館の役割について総合的に分析、検討を行う必要があるだろう。

本稿では電子書籍をはじめとした日本における電子資料の定義や統計を概観した_L

で、電子出版ビジネスの進展が図書館に与える影響について検討し、改めて図書館の

役割を考えるc

2 電子資料の定義と統計

2.1 パッケージ系電子資料とオンライン系電子資料

電磁的媒体を用いて公表される電子資料には、大きく分けて CD ROMな どの「パ

ッケージ系電子資料」とダウンロード型電子書籍に代表される「オンライン系電子資

料」の 2つがある。

従来はパッケージ系とネットワーク系を対比する呼び方をする場合もあった。しか

し、本稿では「ネットワーク情報資源」 (networked informadon rcsourccs)と いう言葉

を広くウェブ情幸R、 放送番組、音楽配信、動画配信、メール、ブログ、ツイッターな

ど従来の図書館資料とは異なる資料を含む意味で用い、このような「ネットワーク1青

報資源Jの うち従来からの図書・逐次刊行物に相当する電子書籍や電子ジャーナル・

デジタル雑誌などの資料を特に「オンライン系電子資料」と定義した。(図 1参照)

これは筆者も委員をつとめる国立国会図書館・納本制度審議会が設置した「オンラ

イン資料の収集に関する小委員会Jがまとめた「オンライン資料の収集に関する中間

報告」(2010年 3月 16日 )と 、これを受けた第 19回納本制度審議会の答申「オンラ

「電子資料」概念図
←パッケージ系情報資源

―

ネットワーク系情報資源→

図 1「電子資料」概念図
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イン資料の収集に関する制度の在 り方について」(2010年 6月 7日 )に よつて示され

ている定義を踏襲 したものであ り、そこではこれらの用語を次のように規定 してい

る
=

Jネ ットワーク系電子出版物

電磁的媒体を用いて公表される出版物を電子出版物といい、そのうち、i亜信等に

より公表されるものをネントワ~ク 系電子出版物という=「通イ言等」には、最も

広義では放送が含まれることから、ネントワ~ク 系電子出版物には、放送番組を

含むことになる
=

2,オ ンライン出版物

ネットワーク系電子出版物のうち、インターネット等により利用可能となってい

る情報で、メl書 、逐次刊行物に相当する情報
=

3オ ンライン資十1

オンライン出版物であって、館が1又 集し、図書館資料として取り扱うものぅ

なお、ここで「出版物Jと いう用語を使用しているが、これらの情報は有形物では

なくlll版
¨
物Jと することは正確ではない。しかし日立国会図書館の納本制度審議会

では (1)過去の答中でも「出版物」という用語を用いてきた経緯があること、(2)

「出版」という用語には何らかの編集過程を経た成果物の流通というニュアンスがあ

ることから、無形のものであっても「ネットワーク系電 r出 版物J「 オンライン出版

物」の用語を用lい ていることを前述の答中の用語規定の注に記している
=

2.2 電子書籍の定義と統計

電子書籍は、「cブ ツク」「c book」 「電 rブ ック」「電子本J「 オンライン本」「デジ

タル書籍Jな どさまざまな名称があるが =、 その定義はきわめて困難である.な ぜな

らばその L位概念である「電子出版Jの うちの紙媒体の書籍に相当するものを電 子書

籍、紙媒体の雑誌にオH当 するものを電 子ジャーナルやデジタル雑誌と暫定的に呼んで

いるに過ぎず、そもそもデジタル化されたコンテンツには書籍や雑誌という区分、 1

冊、2冊 といつた数え方、「出版社―取次―書店」といった流通経路はそれほど有効

とは思われないのであるこ

それどころか動画や音声を伴うコンテンツの場合ははたして出版というジャンルで

[え 分することさえ困難になってくる.つ ま 1)、 新聞、出版、映仲i、 放送などのメデイ

ア間の融合をlla■ i・ に入れ、デジタルコンテンツの流711 利用 保存の観点から電子出

版をとらえる必要が生じているである。

たとえばテレビは従来のアナログ放送に代わって今日では地上デジタル放送や

BS、 CS放送が一般的な視聴形態となっている。この地 11デ ジタル放送を使い新聞

雑誌などの逐次刊行物を所定のH時 までに利用者のテレビまで配信するプロジェクト

が 2009年 、総務省の「ICT経 ,斉  地域活性化基盤確立事業 (ユ ビキタス特区事業 )」
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に選定された。利用者は自宅で受信したデータを WiFi(ワ イファイ=無線 LAN機

器間を相互接続するブランド名)な どで既存のモバイル端末 (iPod touchや 各種スマ

ー トフォン、各種ゲーム機など)に移して持ち歩くことも可能という、いわゆる「地

デジ」の次の「書デジJ計画である
｀
こ

電子出版は一般にインターネットを利用して、デジタル化した出版コンテンツをダ

ウンロードするものと考えられてきたが、この例を見れば明らかなようにデータ放送

によって一定時間内に大規模数の利用者に対してデジタルコンテンツをデリバリー

し、利用者は必要に応じてデータを取り出す形態の「出版」も考えられるようになっ

たのであるc

また一方で、2007年 ll月 に開始された公共図書館における電子書籍貸出サービス

「千代田 Web図 書館Jで提供されている英語の絵本などは、動画や音声機能も提供

されており、従来の「書籍」とは異なる概念といえようご利用者は IDと パスワー ド

を入力して、この絵本の電子貸出を受け、自宅のパソコンで閲覧することができ、貸

出期間の 2週間が過ぎるとパソコン_Lか ら自動消滅する.

このように「電了出版」の定義自体が困難な中で、いまlFxに 従来からの紙媒体の書

籍に該当するものをここでは「電子書籍」と呼び、いわば産業的実態に即して考える

ことにする。そうすると電子書籍には現在、次のようなものがあるc

(1)単行本のように紙で出版された資料をデジタル化し、オンライン配信で提供さ

れるものc

(2)「 ケータイ′
lヽ説」のようにもともとデジタルコンテンツ (BOrn‐ digital=ボ ーン

・デジタル)と してオンライン配信で提供されるもの3

(3)貴重書、地域資料など図書館の所蔵資料をデジタル化したもの3

(4)「 Yahoo!Japan辞書」のように検索エンジンに搭載されたもの3

(5)「 JapanKnowkdgc」 のように出版されたコンテンツを統合的に検索 し、閲覧す

ることができるもの。

日本では電子書籍の統計については正確な数字は存在しない。すでに述べたように

電子書籍の定義が困難な上に、電子書籍を刊行している業界団体が毎年網羅的な調査

を行い、統計をきちんと発表しているわけではないか場である
」

.

そこで『出版年鑑』 (出 版ニュース社)と F電子書籍ビジネス調査報告書J(イ ンプ

レスR&D)の 2種類の統計が電子書籍関連の話題を取 り上げる新聞記事などでは必

ず使われることになる3

『出版年鑑』では2002年 版から電子書籍の書日の収録を開始し、『出版年鑑 2010』

に掲載されている電子書籍のタイトル数は、21pl19年 1月 から 12月 までの発行点数 2

万6474件 であった (各サイトの要望で掲載していないものがあり、点数にすると59

万7718点 。ただし、同タイトル重複やフォーマット重複も1点 と数えているため実

数はもっと少なくなり、さらに全件数は収録しきれないとして文芸書、コミックなど
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を中′しヽにアダルト物や写真集を除いた主要なものを掲載している)'。

ところが最新版の『出版年鑑 2011』 ではオンデマンド出版とオーデイオブックの

書 Hは収録されているものの、電子書籍についてはその収録を中止してしまった.

一方、F電子書籍ビジネス調査報告書』は電子書籍の書日ではなく、市場規模の統

計が2002年 度分から掲載されている。この報告書では電子書籍を「書籍に近似した

著作権管理のされたデジタルコンテンツJと し、「日本国内のユーザーにおける電子

書籍の購入金額の合計を市場規模」と定義し、「ただし、電子新聞や電子雑誌など定

期発行を前提としたもの、教育図書、企業向け情報提供、ゲーム性の高いものは含ま

ないcま た、ユーザーの電子書籍コンテンツのダウンロード時の通信料やデバイスに

かかわる費用、オーサリングなど制作にかかわる費用、配信サイトにおける広告も含

まない」としている・。

2011年 版に掲載された2010年 度統計によるとPC向け 53億円、ケータイ向け 572

億円、新たなプラットフオーム向け 24億円の合計 650億円としているcこ こでいう

「新たなプラットフオーム」とは、「スマー トフオン向けのモバイルマーケットプレイ

スの電子書籍カテゴリのアプリ、スマートフオンやタブレットPC等のビューワーア

プリ経由で購入する電子書籍、lBookstorcや Kindlcや これに類似 した電子書籍配信

サービス、PC スマー トフオン・電子ブツクリーダーなどマルチデバイスで閲覧が

可能な電子書籍配信サービス、PSPや Ninに ndo DSな どゲーム機向け電子書籍配信サ

ービスJと 定義されている こ2002年 度から2015年 度までの電子書籍市場の推移と

予棋1は PC向 けからケータイ向け、そして新たなプラットフオーム向けと電子書籍を

読むためのデバイスは変化しながらも全体としては急速に拡大しつつある (図 2参

照)。 なお、このうちケータイ向け 572億円の内訳は、電子コミック492億円 (構成

比 86%)、 電子書籍 (文芸 。実用書等)45億円 (同 8° o)、 電子写真集 35億円 (同 6

0r)と なっており、じつに全体の 86°0がケータイ向け電子コミックであることには

注意が必要であろう
｀.つ まり、日本の電子書籍市場は米国のように書店店頭で販売

されている新刊文芸書や話題のベストセラー物がただちに電子書籍化されるのではな

く、紙の本と競合しない形で品切れ中の出版物の二次的利用や新たな読者需要の拡大

という方向をめざして展開してきたのであるc

一方、この2つ の調査からは抜け落ちてしまう電子書籍群があることを忘れてはな

らない 例えば紀伊国Li書 店が提供している大学図書館向けの電子書籍サービス「Nct―

Library」 では 1タ イトルごとに買切商品として大学図書館に販売されているものであ

り、この販売金額は『電子書籍ビジネス調査報告書』の統計には反映されない。

また国内で提供されている電子書籍のコンテンツは出版社系だけではない。例えば

「庵法の iら んどJが運営する「魔法の図書館」のように無料で 13万 タイトルを超え

るコンテンツを提供しているサイトが存在するが、F出 版年鑑」の刊行点数には反H央

されてこなかったのである.

今後、ボーン デジタルの電子書籍の点数が増え、また品切れ・絶版になったタイ

トルが電子書籍として再び販売されることを想定すると電子書籍の市場規模がさらに
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図 2

出典 :『電子書籍ビジネス調査報告書 20H』 (イ ンプレス R&D20H)(高 木利
弘氏作成)

拡大することが予測される.

2.3 電子ジャーナルの定義と統計

電子ジャーナルは、電子雑誌、オンラインジャーナル、e―JoumJと も呼ばれ、主

として学術雑誌をデジタル化したものである。F図 書館情報学用語辞典 第 3版』 (丸

善、2007)に は次のように定義されている°
c

「従来は印刷物として出版されていた雑誌、とりわけ学術雑誌と同等の内容を、電

子メディアを用いて出版したもの。電子雑誌ともいう」

書店で販売している-1え読者向け雑誌をデジタル化したものは、出版業界ではデジ

タル雑誌と呼んでいるため、ここでは産業的実態に即して、この 2種 を使宜上、区分

して取 り扱うことにする。

電子ジャーナルの歴史はオランダに本社を置くエルゼビア・サイエンスという出版

社抜きには語れない.エ ルゼビア・サイエンスはメデイア・コングロマリット (複合

企業体)であるリー ド エルゼビア グループ傘下にある学術出版社で 1991年 から

1995年 にかけて「TuLIP」 the ttniVCrslty Liccnslng 2rOgram)と 呼ばれる実験プロジ

ェクトを米国の 9つの大学と共同で実施したcそ して 1995年 1月 から「EES」 (EIsevier

Electronlc‐ SubscHplons=エ ルゼビア電子購読制度)と いう電子ジャーナルの購読サー

ビスを開始した。

そして 1997年 7ナ 1か らは「Scicncc Dircct(サ イエンスダイレクト)Jと いうインタ

355

182
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―ネットによる全文検索、速報サービス、データベースや関連情報へのリンクを備え

た情報サービスを開始し、今日ではエルゼビアの科学・技術 医学・社会科学分野の

2500タ イトル以上の電子ジャーナルと1万 1000タ イトル以上の電子ブックを搭載す

る世界最大の全文 (フ ルテキスト)データベースとなっている.

電子ジヤーナルの契約には出版社単位のlH々 のパッケージ契約、図書館や図書館コ

ンソーシアムが既に購読している雑誌の支揮、い実績にアクセス料金を力Hえ た価格で結

ぶ包括的なラインセンス契約 (「 ビッグ デイール」契約)、 Pay pcr宙 cw(論 文単位

で支ll、 う)契約などがあるc

例えばエルゼビアの電子ジヤーナルについてはタイトル単位、パッケージ単位、論

文単位の契約がある。タイトル単位の契約の場合、冊子体で購読しているタイトルの

一部を対象とするスタンダード・コレクション、すべてを対象とするコンプリート

コレクションがあり、冊子体の金額に加えて電子コンテンッ料金を支ll、 うことにな

る.ま た、パッケージ単位の契約の場合、エルゼビアのほぼすべてのタイトルヘのア

クセスが可能なフリーダム・コレクションというライセンス形態もあり、この場合、

冊子体で購読していないタイトルに特別害」引価格でアクセスできるが、購読を中止し

た後のアーカイブ権はない。さらに論文単位の契約の場合、購読していないタイトル

を論文単位で購入することも可能であるい
c

欧米に比べると日本で提供されている電子ジャーナルのタイトル数は少ない.

独立行政法人科学技術振興機構 (JST)が 提供する J Stagcは 正式名称を「科学技

術情報発信・流i菫 総合システム」といい、1998年 にスター トした日本を代表する電

子ジヤーナルのシステムである。1026タ イトル 1,167,784記 事が提供されてお り

(2011年 H月 現在)日 、電子ジヤーナルのノウハウを持たない学協会に対してシステ

ムを提供しているが、医学、薬学、工学系の雑誌が中′とヽとなっている。

また国立情報学研究所が提供 している CiN五 (NII論文情報ナビゲータ [サ イニ

ィ])は 、学協会刊行物・大学研究紀要 日立卜1会 図書館の雑誌記事索引データベー

スなど、学術論文1青報を検索の対象とする論文データベース・サービスであるc学術

雑誌と大学研究紀要を電子化し公開する事業を展開し、18,000誌  1200万 件の論文

のうち、本文を利用することが可能な論文は、3、800誌 325万件であるに
3

日立国会図書館では 2009年 7月 17日 から IssN(=Intcma10nJ Standard ScHJ

Numbcr、 EJl際 標準逐次刊行物番号)登録手続きの完
「

した電子ジャーナルの書誌デ

ータを試験的にリスト形式で国会図書館のホームページに掲載を開始したが、そこで

提供されているのはわずか 1,354件 (2011 li 12月 1日 現在)の書誌データであるい。

2.4「デジタル雑誌」の定義と統計

デジタル雑誌とは、電子ジヤーナル以外のデジタル化された雑誌を指す.図書館情

報学の世界では電子メディアを用いて出版される学術雑誌を「電子ジヤーナル」と呼

ぶことが定着しているために、本稿はそれ以外のものを出版業界で-11に 使われる用

語にしたがつて「デジタル雑誌」とした。
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日本の出版業界は近年、デジタル雑誌への取り組みを急速に展開している。その要

因として第 lに 雑誌の販売不振がある。

『出版年鑑 20H」 によれば、2010年 (1月 ～12月 )の雑誌の実売総金額は 1兆 919

億 3140万 円 (前年比 31%減 )と ピーク時である 1996年の 1兆 5984億 697万 円よ

り5,000億 円以上減少し、返品率も361%と なっている・ 。一方、『出版指標年報

20H』 でも雑誌販売金額は 1兆 535億 5000万 円 (前 年比 30%減 )、 金額返品率は

355%で ある引
'。 このように雑誌は売り上げ不振と流通コス ト高の悪循環を繰り返し

ているのである。

第2に 、販売不振だけでなく、広告モデルの変化があるc電通の「日本の広告費J

によるとインターネット広告が2006年 に雑誌広告を、さらに2009年 には新聞広告を

追い抜き、テレビに次いで広告費の第 2位 に躍進している。2010年 の日本の広告費

は 5兆 8427億 円で、内訳は新聞 6,396億 円 (前年比 949%)、 雑誌 2,733億 円 (同

901%)、 ラジオ 1,299億 円 (同 948%)、 テレビ1兆 7,321億 円 (同 1011%)、 イン

ターネット広告 (含モバイル広告)は 7,747億 円 (同 1096%)な どであり、雑誌広

告費は7年連続のマイナスとなっているい。

購読費と広告費がこれまでの雑誌ビジネスを支えていたわけだが、購読者が減った

だけでなく、広告モデルの変化―すなわちネット広告の優位性は雑誌メデイアそのも

のの凋落を意味するところとなり、出版業界は死活を賭け、デジタル雑誌という新た

なビジネスモデルの構築に取り組むことになったのである。

新聞や雑誌の発行社からの部数報告を公査する社団法人日本 ABC協 会では、2008

年の「発行社レポー トo8上半期版Jよ リデジタル雑誌の販売部数の公表を開始した。

このとき初めて公表されたのは『ニューズウィーク日本版』 (阪急コミュニケーショ

ンズ)の デジタル版販売部数 254部であった。なお、同じタイトルの印刷版は 7万

1883部であった Pc

この『ニューズウィーク日本版 Dutal』 は2007年 2月 に配信サービスを開始し、

富士山マガジンサービスの「デジタル雑誌ストア」から購入することができる。紙を

めくるのと同じ感覚でパソコンLの雑誌を読む富士山マガジンサービスの専用リーダ

ー「FllJヽan RcadcrJを 使用して閲覧するシステムである。富士山マガジンサービス

では2007年 2月 のサービス開始時に28タ イトル、2010年 3月 時点で 307タ イトル、

2012年 1月 時点で 1,223タ イトル｀
(無料誌・見本誌のみの提供を含む)と ラインア

ップを増やしている。

つまり、雑誌の新たなビジネスモデルの模索が開始されているのが近年の特徴であ

るといってよいだろうcし かし、電子ジャーナルと同様に対応する紙媒体が存在しな

いボーン・デジタルのデジタル雑誌も登場しており、図書館での収集、閲覧、貸出、

保存をどのように行っていくかが課題となっているのである。書店店頭に-1え読者に

販売されている雑誌が「デジタル雑誌」として提供されることは図書館界にとっても

大きな変化となりうるだろう。すなわち、紙媒体では発行されない雑誌が今後急速に

増加するとすれば、図書館における新聞雑誌コーナーに置かれるタイトルは次第に減
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少し、利用者端末によってデジタル雑誌を閲覧に供することを検討せざるをえないの

である,も ちろんそのためには著作権処理の問題など解決すべき点は多いc

3 アマゾン、アップル、グーグルと国の図書館政策

3.1 アマゾン、アップル、グーグルの動向

2007年 11月 、Amazon comは データ通信機能を内蔵した読書専用端末である「Kin―

dに」を米匡lに おいて発売したc当初 9万 タイトルの Kindに 版電子書籍を準備し、2009

112'Iの 後継機「Kindた 2」 発売時には23万 タイトル、2010年 1「〕には41万 タイト

ルをラインアップし、さらにベストセラー本の多くを999ド ルの廉価で提供するな

ど、日本国内では考えられないほど急速な市場拡大策を続けたc

また Applcは 米国で 2010年 4月 、日本では5月 にタブレット型端末「iPad」 を発

売し、「iBookStoreJに よる電子書籍の販売を開始した。これは iPodと 音楽ダウンロ

ー ドサービス「iTuncs」 の電子書籍版であり、音楽で起こった CDか ら配信への流れ

が書籍にも起こり得ることを予見させた。

さらに Googleは 米国で 2010年 12月 、英国において 20111110月 から「Google

cBookstore」 を開始し、「Kindle」 、「iPadJ、 パソコンなどデバイスに制約されない電子

書籍サービスを展開した=グーグルで検索されなければ存在しないことになりかねな

いネットの1世 界が、本の世界にも押し寄せてきたといえるだろうc

3.2 電子書籍をめぐる国の図書館政策

3.2.1「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談

会」

このような米国発の企業による電子書籍流通のプラットフオームが世界的規模で展

開する動向に対し危機感を深めた日本政府は、2010年 3月 、経 i斉 産業省、総務省、

文部科学省による「デジタル・ネノトワ~ク 社会における出版物の利活用の推進に関

する懇談会J(三 省懇)を 設置した3そ して早 くも6月 には「デジタル・ネットワー

ク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会 報告」をまとめたり
3

この報告書において、図書館における電子出版に係る公共サービスについて、次の

ような2つ の「具体的施策の方向性とアクションプランJが示された (p59)。

(I)図書館による貸与については様々な考え方があるが、今後関係者により進めら

れる図書館による電子出版に係る公共サービスの具体的な運用方法に係る検討

に資するよう、米l■l等の先行事例の調査、図書館や出版物のつくり手、売り手

等の連携による必要な実証実験等を実施c

(2)こ うした取組について国が側面支援こ

また日立国会図書館については「日立国会図書館における出版物のデジタル保存に

係る取組を継続 拡充していく必要」(p57)と されたのである。
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3.2.2「 電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」 (文化庁 )

これを受けて文部科学省として取 り組むべき具体的な施策の実現に向け 2010年 12

りl、 「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」が「デジタル ネットワー

ク社会における図書館と公共サービスの11り 方Jを 検討事項の トップに掲げて文化庁

に設置され、20H l18月 26Hに まとめ (案 )が示され、9月 26日 にパブリノクコメ

ント (意 見公募手続)の 実施が公表された“c

「まとめJの内容は以下の 3つ の内容、条件が法令等によって適切に担保 されるの

であれば、当該サービスの実施にあたり、著作権法の権利制限規定の創設により対応

することが適当であると考えられるというものであるc

(l)「送信先の限定J(公立図書館、大学図書館 )

(2)「送信データの利用方法の制限」 (プ リントアウ ト不可 )

(3)「対象出版物の Lξ 定」 (市場における大手が困難な出版物等 )

著作権法改正に向けたこの合意は、公衆送信権によって著作者の許詰なくデジタル

データを送信することができなかったlkl書 館にとって、大きな課題を一つクリアした

と言えるだろう3従来の紙媒体での図書館問相互貸借 (ILL=In■ enibraヮ 10an)に 代

わって利用者に資料を電子的に提供することが可能になるのである。

3.2.3 知的財産戦略本部のコンテンツ強化専門調査会 と「知的財産推進計画 2011」

(内 閣府)

文化庁の検討会議とほぼ同時期に、内閣府の知的財産戦略本部のコンテンツ強化専

門調査会では、日立国会図書館の 1968年刊行までのデジタル化資料の公共図書館ヘ

の送信について検討 し、その結論は「知的財産推進計画 20H Jと して 20H年 6月 3

日に公表された」
.

そこでは政府の施策として「我が国の知的インフラ整備の観点から、国立国会図書

館が有する過去の紙媒体の出版物のデジタル・アーカイブの活用を推進する。具体的

には、民間ビジネスヘの圧迫を避けつつ、公立図書館による館内閲覧や、インターネ

ットを通 じた外部への提供を進めるため、関係者の合意によるルール設定といった取

組を支援する.(短期)(文部科学省、経済産業省、総務省 )」 (p24)と 記述された。

また、「l■l立国会図書館への電子納本を可能にするため、例えば、電子書籍として

|∫場で配信されたものは、館内閲覧に限るというルール設定の検討をはじめとした取

組を支援する.(短期)(文部科学省、経済産業省、総務省 )」 (p24)と 、電子納本制

度について「知的財産推進計画 20HJに取 り入れられた意義は大きい。

3.2.4 国立国会図書館による所蔵資料の大規模デジタル化と電子納本制度

2009年 度、通常の所蔵資料デジタル化の年度予算の 100倍以 Lに あたる 127億 円

の補正 予算によって日立国会図書館における所蔵資料大規模デジタル化が進められる

ことになり、20H年 6月 現 Fr、 約 100万点のデジタル化を完了 し、そのうち約 25万

タイトルをネット公開することとなったじこのデジタル化には 2種類の性質がある.

(1)電子口I書館サービスのためのデジタル化

戦前期刊行図書、古典籍資料、昭和 27年 までの官報、学位論文を対象として、国
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会図書館の館内利用が基本であり、著作権処理が可能なものはインターネット提供を

行うc

(2)保存のためのデジタル化

1945年 ～1968年 までの戦後期刊行図書、戦前期の雑誌等を対象とし、国会図書館

の館内利用とLK」 書館への配信を行う。なお、検索のためのテキスト化 デジタル化デ

ータの民間商用利用については文化庁の「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検

討会議Jで関係者の協議を行う。

一方、所蔵資料のデジタル化だけではなく、国立国会図書館では電子出版物の増大

に対応するため、2009年 10月 、第 17回納本制度審議会で長尾真館長からオンライ

ン資料の収集に関する諮間がなされ、審議会は「オンライン資料の収集に関する小委

員会」を設置し3回 の調査審議を行い、「オンライン資料の収集に関する中間報告J

を取りまとめた ]=。 そして2010年 6月 7日 、中間報告をもとにした「答申―オンラ

イン資料の収集に関する制度の在り方についてJが納本制度審議会から長尾館長に手

交されたこ

この答申は民間の出版社・出版者等がインターネット等で提供する電子書籍、電子

ジヤーナルやデジタル雑誌などを発行した場合、国会図書館に納入する義務を負わせ

る制度的収集が必要であるという内容である。

従来の図書、逐次刊行物に相当するものを、紙媒体のものがあっても収集し、有償

無償は間わず、内容による選別も行わないという条件のもとで1又集を実施していく

ことになる。所蔵資料のデジタル化だけでなく、オンライン資料の制度的収集は図書

館の大きな転換点であるc

4 図書館における電子書籍の導入事例

4.1 メディアの変遷と図書館

占来より図書館は図書を収集してきた。そして 17世紀に雑誌が誕生するとこれを

資料に加え、さらに 19世紀に入ってレコー ド、テープ、フイルムなど紙以外の記録

物についても図書館資料と位置づけてきた。このような流れをみると、20世紀後半

に登場 したネットワーク系情報資源を積極的に利用者に提供 していくことは必然的な

ことのように思われる。つまり、「図書の館」からの変貌を迫られているのが今 日の

図書館なのであるcそれでは図書館における電子書籍の取 り扱いはどのようになって

いるのだろうかっ

4.2 公共図書館における電子書籍の取 り組み事例

北海道 岩見沢市図書館は 2002年 6月 、「岩波文庫」や「東洋文庫 J、 そ してマン

ガなど電子書籍の間覧サービスを市民向けに開始 した rcこ れは電子書籍販売サイ ト

「10 daySb00kJを 運営するイーブックイニシアティブジャパ ンから電子文庫を一括購

入し、図書館内のパソコンで閲覧するというものだったが、現在ではこのサービスは
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休止しているc

奈良県・生駒市図書館は2005年 5月 、電子出版事業会社のパブリッシングリンク

と提携し、ソニーの電子書籍端末 LIBR16を 利用者に貸し出し、電子書籍販売サイト

「Timcbook TownJで 提供される約 1300タ イトルの作品を読むというサービスを開始

した■4。 しかし、Timebook Townが 2009年 2月 末をもってサービスを中止すること

を受けて、2008年 12月 末で提供を取りやめている。一方、同じ生駒市の奈良先端科

学技術大学院大学が電子化した東京大学出版会の 538タ イトル (2010年 10月 7日 現

在)を北分館の専用端末で提供するサービスは今日でも継続している。

東京都・千代田区立図書館は2007年 H月 、以下のような「千代田 Wcb図書館」

を開設し図書館界の話題を呼んだり
'c

(1)一 人につき上限 5冊 を2週間までで、画面のコピーや印刷はできないしくみ。

(2)2週 間の貸出期間が過ぎるとパソコン上から自動消滅。

(3)利用対象は2008年 3月 末までは区内在住者限定されていたが、2008年 7月 か

ら区内在勤・通学者へ拡大c

(4)同時に一人までしか借りられないなど商業出版社への配慮が特徴。

当初は学習コンテンツなどのウェブコンテンツ、読み物、語学学習用のオーデイオ

ブックなど約 40∞ タイトルを小学館、PHP研究所、ダイヤモンド社、プレジデント

社など30社から提供を受けた。しかしその後、必ずしも新刊書籍が次々と提供され

ているわけではない状況である。

つまり、岩見沢市図書館では図書館内の専用端末での閲覧、生駒市図書館では電子

書籍端末の貸出、千代田 Wcb図書館では電子書籍の貸出という非来館者型サービ

ス、とそれぞれ異なったサービスを模索してきたということになるc

4.3  欧米の e‐book

日本の出版社は図書館向けの電子書籍の提供についてきわめて消極的であるが、欧

米の学術出版の世界では電子書籍はすでに市場として成立している。

例えばエルゼビアのフルテキスト・データベース「サイエンス・ダイレクトJに は

2,500誌 の電子ジヤーナルだけでなく、2007年 からは電子書籍の提供も開始 し、現在

は単行本だけで 7,000タ イトル以上のコンテンツが搭載されている。エルゼビアジャ

パンによると、電子書籍は 1回 担、いの買い取り制で価格は大学向けの場合、ユーザー

数 l万人以下であれば冊子体と同じ価格、10,∞ 1～ 25,0∞ 人は冊子体の 125%、 25,000

以上は冊子体の 150%と いう設定になっている。また、企業向けは500人 以下で冊子

体の 200%、 501～ 2,000人 で 250%、 2,001～ 3,000で 31Xl%と 対象と組織規模に応 じ

た価格体系が採用されている =° 。

したがつて日本の大学図書館や専門図書館で提供されている学術系の電子書籍は海

外出版社のものが中心とならざるをえない。図書館で利用可能な和書コンテンツは

『日本大百科全書 (ニ ッポニカ)』 『日本国語大辞典』『東洋文庫』『週刊エコノミスト』

などが搭載され横断検索が可能な辞書・事典検索サイト「JapanKnowた dge」 (ネ ット
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ア ドバンス、2012年 1月 10日 現在 20社 、総項目数約 218万 、総文字数約 16億 )

とr、
F現 代史資料」 (みすず書房)な どを提供する「NetLibrary」 (EBSCO/紀 伊囲

屋書店、2012年 1月 1日 現在 56社 3,603タ イトル郎)し かないのが現況である.

ただ米国でも公共図書館における電子書籍貸出しサービスをめぐっては出版社の対

応は分かれており、大手出版社グループの Hachcttcで は2009年 に図書館での貸出サ

ービスに電子書籍を提供することを中止するに至っている ='3

5 電子出版ビジネスの進展と図書館の役害J

ここまで見てきたように、出版産業における紙から電子への動向が確実に存在し、

図書館界ではオンライン資料を図書館資料として取り扱わざるを得ない不可逆的な流

れがあり、したがってオンライン資料をめぐる出版界と図書館界の利害調整が喫緊の

課題となっていることは明らかであろう。

2011年 9ナ J15日 に講談社、集英社、小学館、新潮社、筑摩書房など出版社 20社

が主体となって作る新会社「出版デジタル機構 (仮称)」 の設立に合意したとプレス

リリースされた・ cこ れは出版社が共同でH本国内における電子出版ビジネスの市場

拡大をサポートするためのインフラ整備を行うというものである。参加各社の出版物

デジタルデータの保管業務や各電子書店 プラットフォーマーに向けての配信業務、

各社の著作権者への収益分配を支援することなどを基本業務としているが、当面は過

去 50年間くらいの各社の出版物を一気にデジタル化し、ジュンク堂書店並みの数十

万点の電子書籍の品揃えを目標としている〕。

そうすると出版デジタル機構によるデジタルアーカイブ化によって、図書館界はど

のような影響を受けるだろうしまず考えられることは図書や逐次刊行物などの資料を

購入すれば、それがただちに図書館資料になったという時代の終焉である.新聞記事

データベースのような契約を想定すれば分かりやすいが、日本国内の電子書籍やデジ

タル雑誌もこれからは各出版社から個別にコンテンッを購入するのではなく、書籍や

雑誌のデータベースとして出版社や出版社団体とのライセンス契約になる可能性があ

る=すでに大学図書館における電子ジャーナルの契約では、毎年高騰を続ける外国の

学術雑誌に対応すべく「共同ライセシングJな どバーゲニングパワーの増強による出

版社交渉へ向けて動き始めているよ
=。 今後、教育 研究に不可欠な電子1青報資源のコ

レクション形成と保存という課題が和書コンテンツの世界にも起こってくるだろう。

また商業出版社が刊行する電子出版物は複数のプラットフォームで提供されるのが

実態であるから、出版デジタル機構に参加しない出版社の電子出版物を把握する必要

もあろう3

-方、ボーン デジタルの電子資料の増加は従来の政府刊行物などの「灰色文献J

(存在を確認することが難しく、通常の出版物の流通経路では入手困難な資料)の領

域をさらに広げることとなり、膨大な情報の中から信頼度の高い情報に利用者がアク

セスするために、図書館は新たな任務をlHう ことになるだろう。
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このような広い意味での書誌コントロール (目 録作業や分類作業のように資料を識

別同定し、管理し、利用に供するサービス)が電子出版時代の図書館の重要な任務に

なってくるのである。そこでは雑誌の記事や論文、書籍の章や節の単位でのメタデー

タの付与など従来の紙媒体を中心とした資料とは異なる資料組織化の手法が必要とな

ってくる。

また、学術情報を取り扱う大学図書館や専門図書館だけでなく、地域の情報拠点と

しての公共図書館は地域住民にとつて重要なアクセスポイントであり、紙媒体とオン

ライン資料・ネットワーク系情報資源を使い分ける新たな時代のそれぞれの図書館を

デザインする構想力が求められることになる。さらに、これからの探求型学習を支え

る情報センターとしての学校図書館の役割も重要である.デジタル教科書と電子書籍

をリンクさせることによつて学校の教育課程の展開に寄与することも可能であろう。

つまり電子書籍に象徴されるオンライン資料の収集・利用 保存はデジタル ネッ

トヮーク社会において図書館が担うべき役割なのである。

6 おわりに一「図書館情報学」から「情報図書館学」ヘ

「電子書籍時代に図書館が必要なのかJ、 「電子図書館は 1つ あれば十分ではないの

か」という言葉をしばしば耳にする。しかし、じつは電子書籍の時代にこそ図書館が

必要なのであるc

長尾真 目立国会図書館長は従来の「図書館情報学」はコンピュータ化など図書館

を情報化していくことであったが、これからは情報を図書館の観点から組織化し、提

供していく「情報図書館学」の時代であると指摘しているい`
。

このような情報図書館学の視座から、今日の電子出版ビジネスと図書館の役割につ

いて、以下のような結論が導き出されよう。

(1)日 本の出版業界において電子出版ビジネスが本格的に取り組まれつつある。

(2)紙媒体の資料のデジタル化と電子出版物の流通によつて、図書館資料の定義が

大きく変わり、図書館では今後、館種を問わずネントワ~ク 情報資源、とりわ

けオンライン系電子資料の利活用が重要な課題となる。

(3)紙の本という、いわば1青報が搭載されたコンテナーを所蔵する「正倉院」的機

能も図書館にとってはもちろん重要だが、利活用されるべきコンテンツのプロ

バイダーとしての図書館像を新たに創出することが必要である。

(4)電子出版の時代だから図書館が不要なのではなく、膨大な情報の中から信頼度

の高い情報に利用者がアクセスするために、むしろ図書館のはたす役割は広が

っていくだろう。

図書館法の改正によつて2012年 度より司書資格の省令科目もこれまでの「図書館

資料論Jか ら「図書館情報資源概論」に改め為れ、図書館司書に求められるスキルも
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電子資料とネノトワ~ク 情報資源全般に拡大することになった。図書館に次世代の文

化創造に直結していく活動が求められていることは疑いえないのであるc
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